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登
記
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
二
十
六
日
の
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
そ

の
概
要
が
法
務
省
の
答
弁
で
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
明
確
に
す
る
た
め
、
次
の
諸
点
に

つ
い
て
質
問
す
る
。 

三 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
庁
の
運
用
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。 

一 

登
記
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
は
不
動
産
登
記
事
務
の
み
で
あ
る
が
、
商
業
登
記
事
務
等
に
も
及
ぶ
の
か
否

か
。 

二 

さ
し
あ
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
庁
は
全
国
ど
こ
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
の
実
施
時
期
は
い
つ
か
。 

毎
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
庁
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
の
か
否
か
。 

北
海
道
所
在
の
不
動
産
登
記
を
東
京
で
申
請
手
続
が
で
き
る
の
か
否
か
。 

登
記
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

 

四 

北
海
道
所
在
の
不
動
産
登
記
簿
謄
本
を
東
京
で
下
付
手
続
が
で
き
る
の
か
否
か
。 

四 

銀
行
等
で
端
末
機
を
用
意
し
て
そ
の
端
末
機
で
謄
本
等
の
下
付
申
請
が
で
き
る
の
か
否
か
。 

五 

全
国
の
法
務
局
や
支
局
・
出
張
所
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
る
の
か
否
か
。
そ
の
計
画
に
つ
い
て
。 

六 

全
国
的
規
模
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
な
さ
れ
る
と
、
法
務
局
の
支
局
・
出
張
所
等
の
統
廃
合
が
行
わ
れ
る
の

で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


